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大草 レディスクリニ ック助産師長 田村一・代氏によるセミナー

『医師と助産師の協働する助産外来』

若松美貴代

要旨 助産外来とは,外 来において医師に依存することなく助産師が主体的に産科外来業務を行 うことであ

る。鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻母性 ・小児看護学講座では,2010年8月29日,大 草レディスクリニッ

ク助産師長の田村一代氏をお呼び し 瞥院おける助産外来の歩み』 と題 してセ ミナーを開催 させていただく機

会が得 られた。本稿ではその内容を報告する。

助産外来を成功させるためには医師とのコンセンサスのもと,医 師,看 護師 との連携 と役割分担が重要で,

助産師のスキル,ア セスメン ト能力,コ ミュニケーション能力も必要 となってくる。助産師の自律のためにも

自らがこれらに進んで挑戦していき,職 業人 としての知恵 と技を研鐙 してい く姿勢 と,社 会のニーズに対応す

べく今後もたゆまぬ努力が必要である。

キ ー ワ ー ド: 助 産外 来,助 産 師,役 割 分 担,連 携,ス キル

緒 言

全国的な産科医不足問題は,社 会的問題 となった。そ

の問題を解決する担い手として,医 療行為ができる助産

師がクローズアップされるようにな り,厚 生労働省の緊

急医師確保対策に関する取 り組み1)で,院 内助産所や,

助産外来の設置が促進 され,助 産師は医療行政の中に位

置づけられた。ケアの受け手である妊婦は,継 続的で自

然な分娩を求めるようにな り,助 産所や家庭内分娩を希

望する妊婦 も少 しずつ増加 してきた。施設内助産師も主

体的で継続的に妊娠 ・分娩 ・産褥に関わ りたいとい う思

いから,助 産外来を標榜する施設も増えてきた。しかし,

一方で医師の管理下の妊婦健診や分娩を行ってきた施設

内の助産師にとって,こ のような転機にとまどいを覚え

る助産師も少なくない。

今回,幸 運にも鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻

母性 ・小児看護学講座では,2010年8月29日,大 草レディ

スクリニ ック助産師長の田村一代氏をお呼び し,陪 院

おける助産外来の歩み』と題 して,医 療関係者を対象に

セミナーを開催 させていただく機会が得られた。セミナー

では,約20年 かけて助産外来を立ち上げてこられたこれ

までの経緯や,現 在の助産外来の実際と卒後教育等につ

いて講演 していただいた。本稿では,こ れから助産外来

を立ち上げようとしている施設や,実 際に助産外来を運

営し施設で抱えている問題について,解 決の糸口になる

のではないかと期待 し,そ の内容を報告す る。

助産外 来 とは

助産外来とは,外 来において医師に依存することなく,

助産師が主体的に産科外来業務を行 うことを称 して使用

されるようになった2)。また,遠 藤俊子ら3)によると,

妊婦 ・褥婦の健康診査並びに保健指導が助産師によって

行われ る外来をさしている。 したがって,助 産外来の目

的 ・実際の業務内容は各施設によってさまざまな形があっ

て当然である。

図1は 開院当初,図2は 助産外来をスター トさせた頃

の妊婦管理スケジュールを示す。図2に あるように最初
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に助産外来で妊婦に関る時期は,妊 娠32～34週 に設定し

た。この時期は乳房指導やバースプラン相談等の保健指

導が必要であることと,妊 婦自身もマイナー トラブルの

出現や,分 娩を間近に控えて,様 々な不安や疑問を抱き

やすくなってくることから,妊 婦への助産外来の案内も

スムーズにできる。これから助産外来をはじめる施設は,

まずは保健指導や妊娠後期のバースプランの確認からな

ど,で きるところからはじめると良い。
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図1:開 院 当初の 妊婦 管理 ス ケジ ュール(1991年)
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図2:妊 婦 管理 スケ ジ ュール(1998年2月 ～2000年2月)

検査 ・診察で,い わゆる,妊 婦検診であるのに対し,助

産師のそれは,妊 婦の健康診査である。助産師が実際に

超音波を使い,胎 児心音を聞かせながら 「赤ちゃん,順

調ですよ。」の声かけは,妊 婦へ安心感を与えるために

も,必 要不可欠なことである。

当院での助産外来は超音波を実施する際,児 頭大横径

(以後BPDと 略す)・ 大腿骨長(以 後FLと 略す)を 計

測す る、,計測値は多少の誤差はあるのが当然だが,妊 婦

やその家族は,児 の身長や体重の値が前回受診時より大

きくなっていなければ心配 し,不 安になる。そのため,

助産師は計測値を残すが,妊 婦やその家族に推定体重を

数字では伝 えないようにし,代 わ りに妊婦がお腹の中の

赤ちゃんがイメージしやすいよう,週 数にあったキュー

ピー人形を使用している。また,赤 ちゃんの様 子を 「こ

こが心臓ですよ。」,「赤ちゃん,元 気に動いていますね。」

などリアルタイムで動いている赤ちゃんの姿を言葉で具

体的に表現 し,妊 婦へ伝えている。超音波は妊婦とコミュ

ニケーションをしながら解説 してこそ意味がある。

当 院 に お け る 医 師,看 護 師 と の 役 割 分 担 と 連 携

現在 の 大 草 レデ ィス ク リニ ッ クの妊 婦 管理 ス ケ ジ ュー

ル を 図3に 示 す。2000年3月 以 降,原 則 と して,妊 婦 健

診 は 医 師 が6～12週,18～20週,28～30週,36週 を担 当

し,助 産外 来 で14～16週,22～26週,30～34週,38週 以

降 に 担 当 し,月 曜 日か ら土 曜 日ま で1週 間 に6日,妊 婦

健 診 全 体 の7割 以 上 を助 産外 来 で 担 当す る よ うにな っ た。

各 時期 に応 じて 必 要 な保 健 指 導や 乳房 指 導,バ ー ス プ ラ

ン相 談 等 を行 っ て い る。

助 産外 来 は 予約 制 で,前 日ま で に外 来看 護 師 が カル テ

へ の検 査 デ ー タ 添付,週 数 チ ェ ッ クを行 い,準 備 す る。

健 診 当 日,妊 婦 は 来 院 後 に母 子手 帳 を 受付 に提 出 し,採

尿 を 済 ませ 待 合 室 で待つ 。 担 当助 産 師 は 一 人 で妊 婦 を 呼

び 入 れ,妊 婦 健 診 と超 音 波検 査,保 健 指 導,母 子 手 帳 と

助産 師が超 音波 を行 う意味 と妊婦 への伝 えかた

医師や技師ではなく,助 産師が妊婦健康診査(以 後妊

婦健診 と記す)で 超音波を行 うことは,胎 児の順調な発

育を確認 しながら,妊 婦の白覚を高め,わ が子への愛着

を育てていくためにも,不 可欠な要素であるといえる。

医師には医師の,助 産師には助産師としての超音波を行

う意味があ り,役 割があるはずである。1999年 日本母性

衛生学会 「助産師における継続的な妊婦健診」のアンケー

ト調査4)では,約90%の 妊婦が医師 ・助産師の両方の外

来を希望していることから,妊 婦はどちらも必要として

いると言える。医師が行 うのは,異 常や疾患がないかの
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図3:妊 婦管 理 スケ ジ ュー ル(2000年3月 以 降の助 産外 来)
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カルテへの記録までを15分で行っている。 「お腹がはる」,

「外陰部の掻痒感の訴え」,「血圧の上昇」,そ の他妊婦か

らの訴えについては,話 しをよく聞きアセスメン トし,

助産師が必要と判断した際に通常の妊婦健診の終了後,

医師の診察へまわすとい うシステムを取っている。医師

への相談基準は産婦人科診療ガイ ドライン(産 科編2008)

にのっとり,取 り決められている。産科医 ・助産師が少

ない中で,今 後,産 科診療所において診療の質が低下す

ることなく分娩を扱 うためには,医 師,助 産師,看 護師

の特性を生かしたより効率のよい業務分担と連携が不可

欠である。

表2:助 産 師研修 ス ケ ジュー ル②(分 娩)

助 産師 の卒後 教育 当院 における助産 師の卒後研修

の実際

当院における助産師の卒後研修スケジュールを表1,

2に 示す。助産師の業務内容をそれぞれがどこまで達成

できたかの評価基準をA～Dで 判断する。Aは 自己で判

断し実行できる(独 り立ち),Bは 自己で判断 したこと

を指導者に報告し実施できる,Cは 指導者の判断のもと

に実施できる,Dは 指導者 と共に学び行動することがで

きるとした。表中に記した実線矢印(→)が 示すのは,少

なくともAの 評価 に達することを目標にする時期をさ

す。

新人教育には,新 人1人 に経験年数が直近の先輩をプ

リセプターとしてつけるプリセプター制 と,研 修指導に

ついては中堅をリーダーとして3チ ームの中で教育する

チーム制を併用している。1年 目の保健指導的なスケジュー

ルは表1に 示す 「入院中の乳房管理 ・授乳指導」や 「産

褥体操 ・退院指導 ・調乳指導」で研修 させ,分 娩に関し

ては表2に 示すように 「内診」,「ノンス トレステス ト

(以後NSTと 略す)判 読」,「自然分娩の経過 と分娩進行

の理解」を研修スケジュールの中に組み込み,独 り立ち

表1助 産 師研 修 スケ ジ ュー ル①(助 産 師外来 ・指 導)

〈評価基準〉

A:自 己で判断し実行できる 独 り立ち

B:自 己で判断したことを指導者に報告 し,実 施できる

C:指 導者の判断のもとに実施できる

D:指 導者と共に学び行動することができる

できるよう実施 させ る。年に3～4回 の新人の評価会を

設け,目 標の到達度や指導内容の確認,指 導者の意見交

換,次 回の評価会までの目標設定などを行っている.急

いであれ もこれ もと急かさず,ラ ダーは段階的に行い,

ゆっくりと時間をかけてスタッフ全員で新人を育ててい

る。

助産外来においての妊婦健診の研修は2年 目中頃から

スターす るが,超 音波技術の習得のために助産外来や病

棟で,妊 婦への超音波実施を先輩助産師と部分的に少 し

ずつ関らせている。そうすることにより,助 産外来で徐々

に超音波が行えるようになっていく。

助産外 来を成 功 させるため に

助産外来を成功させ るためには,医 師とのコンセンサ

スが大切であ り,は じめから全てを助産師でやろ うとし

ないことである。また,若 いスタッフだけで始めず,ベ

テランのスタッフも巻き込んで始めることも必要であろ

う。

技術習得のためのステップとして外来では,助 産師は

医師の診療介助でなく,助 産師が妊婦健診を行 う。腹囲,

子宮底の計測,レ オポル ド触診,ド ップラーでの胎児心

音の聴取,浮 腫の有無などの健診結果をきちんと記録に

残 し,カ ルテ,プ レグノグラムは医師と共有するとよい。

超音波については,ス キルアップに協力してくれそ う

な妊婦を見つけ,自 施設で医師 と超音波の勉強会を行 う。

最初から外来で超音波を実際の妊婦へ行 うことは難 しい

ため,ま ずは産婦の入院時に胎位,胎 向の確認からはじ

める。多くの妊婦を診ていくことで測定できるようにな

る。慣れるまではBPD,FLな どの測定を義務つけずに

おく。分娩がなく病棟が落ち着いているときは,医 師が

実際に行っている超音波に付き積極的に学んでいくこと

も大切である。
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助産 師が 主体 的に働 くため に

助産技術の向上とや りがいは,妊 娠 ・分娩 ・産褥期の

継続 したケアとトータルな実践からうまれる。助産師の

自律のためにもモチベーションを下げずに維持 していく

ためには,自 らが進んでこれらに挑戦していくことが求

められる。助産外来は,「 自分たちが何のために始める

のか」と自問することを忘れずに,原 点に戻って考えて

みることも時には必要であろ う。

おわ りに

今回,田 村氏のセミナーを通して,助 産外来の広が り

は自施設のことだけでなく,助 産師が主体的に母子に関っ

て自律するためには,卒 後教育も含めてどんな助産師を

育てたいか,今 後の助産師に求められるもの,助 産師教

育はどうあるべきか,な ど助産師の質の問題にもつながっ

てくることが改めて理解できた。時代の要請 と施設内助

産師自ら,主 体的 ・継続的に妊産褥婦に関わ りたいとい

う思いから,広 が りつつある助産外来であるが,助 産師

の自律なくしては成 り立たない。今後も助産師一人一人

が,職 業人としての知恵 と技を研鎖 していく姿勢とたゆ

まぬ努力が必要である。

《注釈》 産婦人科診療ガイ ドライン(産科編2008):産

婦人科診療ガイ ドライン(産科編2008)は 日本産科婦人科

学会 と日本産婦人科医会の合同で作成 されたものであり,

治療する施設や地域に左右 されないように作成 されてい

る。2008年 現在でコンセンサスが得 られた適正な標準的

産科診断 ・治療を示す ことによって,1)い ずれの産科

医療施設においても適正な標準的医療が確保,2)産 科

医療の安全性が向上,3)人 的ならびに経済的負担の軽

減,4)医 療従事者 ・患者の相互理解の助長,な どを期

待す ることであり,現 時点では患者に及ぼす利益が不利

益を相当程度上回 り,80%以 上の地域で実施可能である

と判断された検査法 ・治療法をAnswerと して推奨 して

いる。3年 毎の見直 し,改 訂作業が予定 されている。

(産婦人科診療ガイ ドラインー産科編2008よ り抜粋)
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                                             Abstract 
       "Jyosan-gairai" is a setting where midwives perform obstetrics practices in outpatient clinic with no dependence on 

   doctors. This manuscript is a report on "How to manage josan-gairai, cooperating with doctors" held in August 2010 in 

   Kagoshima by Ms. Kazuyo Tamura, the head of the midwifery at Ookusa Ladies' Clinic who was invited by the 

   Department of Maternal and Child Health Nursing, School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kagoshima 

   University. 
       What Ms. Tamura taught us was as follows. 

   1. To manage josan-gairai successfuly, it is mandatory to build a consensus between midwives and doctors regarding the 

     roles of each profession and cooperation with each other. 

   2. It is required for midwives to improve the midwifery assessment, midwifery skills and communication skills among 

      professionals. 
       Further efforts in an attempt of establishing josan-gairai widely should be done not only for promoting the autonomy 

   of midwifery but also meeting the expectations from pregnant women and society. 

Key words: Jyosan-gairai, midwife, role, cooperation, skills 
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